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○埼玉県特別県営住宅条例施行規則（昭和51年5月14日規則第43号） 

埼玉県特別県営住宅条例施行規則 

昭和五十一年五月十四日 

規則第四十三号 

  

 改

正 

平成 九年 九月三〇日規則第八四号 平成一七年 三月二九日規則第五一号  

   平成一八年 二月二八日規則第一六号 平成一九年一一月二七日規則第九五号  

   平成二〇年 三月二八日規則第二三号 平成二六年 二月一二日規則第九号  

   平成二八年一〇月一八日規則第七四号 平成三〇年一二月 七日規則第六四号  

   令和 元年一二月二四日規則第二八号 令和 二年 三月三一日規則第五〇号  

   令和 三年一一月三〇日規則第七六号 令和 三年一二月一〇日規則第七九号  

  令和 四年 三月二九日規則第五五号   

注 令和三年一一月三〇日規則第七六号による改正は、令和四年四月一日から施行につ

き、現行条文と並列して登載した。 

埼玉県特別県営住宅管理規則の全部を改正する規則をここに公布する。 

埼玉県特別県営住宅条例施行規則 

埼玉県特別県営住宅管理規則（昭和四十二年埼玉県規則第四十一号）の全部を改正する。 

（特別県営住宅の設置場所等） 

第一条 埼玉県特別県営住宅条例（昭和四十二年埼玉県条例第二十四号。以下「条例」という。）第

三条第三項の特別県営住宅の設置場所、種別、戸数及び規格は、別表に定めるとおりとする。 

一部改正〔平成三〇年規則六四号〕 

（条例第六条第二項第三号の規則で定める地域） 

第二条 条例第六条第二項第三号の規則で定める地域は、福島復興再生特別措置法（平成二十四年法

律第二十五号）第四条第四号に規定する避難解除区域とする。 

追加〔平成二八年規則七四号〕 

（県営住宅の管理に関する規定の準用） 

第三条 埼玉県県営住宅条例施行規則（昭和五十一年埼玉県規則第四十二号）第二条から第七条まで、第

十条から第十四条まで、第十五条から第二十一条まで、第二十四条の二、第二十六条及び第二十七条の

規定は、条例に規定する特別県営住宅（条例第三条第一項第一号から第三号までに掲げる住宅に限る。）

の管理について準用する。 

２ 前項の場合において、埼玉県県営住宅条例施行規則第二条第一項中「条例第八条」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第八条」と、同規則第五条第二項第一号

中「条例第十一条第一号から第三号まで」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項にお

いて準用する条例第十一条第一号から第三号まで」と、同項第二号中「条例第十一条第四号イ」と

あるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十一条第四号イ」と、同

項第三号中「条例第十一条第四号ロ」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において

準用する条例第十一条第四号ロ」と、同項第四号中「条例第十一条第四号ハ」とあるのは「埼玉県

特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十一条第四号ハ」と、同項第五号中「条例

第十一条第四号ニ」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十

一条第四号ニ」と、同項第六号中「条例第十一条第五号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第

八条第一項において準用する条例第十一条第五号」と、同項第七号中「条例第十一条第六号」とあ

るのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十一条第六号」と、同規則

第六条中「条例第十一条第八号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用

する条例第十一条第八号」と、同規則第七条第一項中「条例第十三条第一項」とあるのは「埼玉県

特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十三条第一項」と、同条第二項中「条例第

十三条第一項ただし書」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例

第十三条第一項ただし書」と、同条第三項及び第四項中「条例第十三条第一項第一号」とあるのは

「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十三条第一項第一号」と、同規則
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第十条中「条例第十三条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用

する条例第十三条第二項」と、同規則第十一条中「条例第十三条第五項」とあるのは「埼玉県特別

県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十三条第五項」と、同規則第十二条第一項中「条

例第十四条第一項（同条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用

する条例第十四条第一項（埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十四条第

二項」と、同条第三項中「条例第十四条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一

項において準用する条例第十四条第一項」と、同規則第十三条第一項中「条例第十五条第一項」と

あるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十五条第一項」と、同条

第二項中「条例第十五条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用

する条例第十五条第二項」と、同規則第十四条第一項中「条例第十六条第一項」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十六条第一項」と、同条第二項及び第三

項中「条例第十六条第二項第一号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準

用する条例第十六条第二項第一号」と、同条第四項中「条例第十六条第二項」とあるのは「埼玉県

特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十六条第二項」と、同規則第十五条第一項

中「条例第十八条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条

例第十八条第一項」と、同項第二号中「条例第六条第一項第二号イ」とあるのは「埼玉県特別県営

住宅条例第八条第一項において準用する条例第六条第一項第二号イ」と、同条第二項中「条例第十

八条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第十八条第

二項」と、「条例第三十一条第一項又は条例第三十四条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅

条例第八条第一項において準用する条例第三十一条第一項又は条例第三十四条第一項」と、同条第

三項中「条例第十八条第三項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用す

る条例第十八条第三項」と、同規則第十六条中「条例第十九条」とあるのは「埼玉県特別県営住宅

条例第八条第一項において準用する条例第十九条」と、「条例第二十一条第一項後段」とあるのは

「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第二十一条第一項後段」と、同規則

第十七条中「条例第二十六条」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用す

る条例第二十六条」と、同規則第十八条中「条例第二十八条ただし書」とあるのは「埼玉県特別県

営住宅条例第八条第一項において準用する条例第二十八条ただし書」と、同規則第十九条中「条例

第二十九条ただし書」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第

二十九条ただし書」と、同規則第二十条の二第一項中「条例第二十九条の二第一項」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第二十九条の二第一項」と、同条第二項

中「条例第二十九条の二第五項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用

する条例第二十九条の二第五項」と、同項第一号中「条例第二十九条の二第一項」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第二十九条の二第一項」と、同条第三項

及び第四項中「条例第二十九条の二第五項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項に

おいて準用する条例第二十九条の二第五項」と、同規則第二十一条中「条例第三十条第一項」とあ

るのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第三十条第一項」と、同規則

第二十四条の二第一項中「条例第四十三条第四項第十二号イ」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条

例第八条第一項において準用する条例第四十三条第四項第十二号イ」と、「条例第二十五条第一項」

とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第二十五条第一項」と、

「県営住宅」とあるのは「特別県営住宅」と、同条第二項中「条例第四十三条第四項第十二号ロ」

とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第四十三条第四項第十二

号ロ」と、「条例第二十五条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において

準用する条例第二十五条第二項」と、「県営住宅」とあるのは「特別県営住宅」と、同規則第二十

六条中「条例第五十四条第四項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用

する条例第五十四条第四項」と、同規則第二十七条中「条例第五十六条第一項」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する条例第五十六条第一項」と、同条第五号中「条

例第五十六条第二項第四号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条第一項において準用する

条例第五十六条第二項第四号」と読み替えるものとする。 

３ 条例第八条第二項において読み替えて適用する埼玉県県営住宅条例（昭和三十四年埼玉県条例第

四十二号）第五十五条に規定する指定管理者が同条各号に掲げる業務を行う場合における第一項に
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おいて準用する埼玉県県営住宅条例施行規則第二条から第五条まで、第十条、第十一条、第十二条

第一項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一

項、第二十条及び第二十条の二第二項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「知

事」とあるのは「指定管理者」とする。 

一部改正〔平成一七年規則五一号・一八年一六号・一九年九五号・二〇年二三号・二八年

七四号・三〇年六四号・令和元年二八号〕 

第四条 埼玉県県営住宅条例施行規則第二条から第七条まで、第十条から第二十四条の二まで、第二

十六条及び第二十七条の規定は、条例に規定する特別県営住宅（条例第三条第一項第四号に掲げる

住宅に限る。）の管理について準用する。 

２ 前項の場合において、埼玉県県営住宅条例施行規則第二条第一項中「条例第八条」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第八条」と、「条例第五条各号」と

あるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第五条各号」と、同条

第二項各号列記以外の部分中「条例第五条第一号から第六号まで」とあるのは「埼玉県特別県営住

宅条例第八条の二第一項において準用する条例第五条第一号から第六号まで」と、「条例第七条第

一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第七条第一項」

と、同項第一号中「条例第六条第一項第一号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第

一項において準用する条例第六条第一項第一号」と、同項第四号中「条例第五条第一号から第六号

まで」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第五条第一号

から第六号まで」と、同条第三項中「条例第五条第七号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第

八条の二第一項において準用する条例第五条第七号」と、同規則第五条第一項中「条例第七条第一

項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第七条第一項」

と、同条第二項第一号中「条例第十一条第一号から第三号まで」とあるのは「埼玉県特別県営住宅

条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条第一号から第三号まで」と、同項第二号中「条

例第十一条第四号イ」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条

例第十一条第四号イ」と、同項第三号中「条例第十一条第四号ロ」とあるのは「埼玉県特別県営住

宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条第四号ロ」と、同項第四号中「条例第十一

条第四号ハ」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一

条第四号ハ」と、同項第五号中「条例第十一条第四号ニ」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第

八条の二第一項において準用する条例第十一条第四号ニ」と、同項第六号中「条例第十一条第五号」

とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条第五号」と、

同項第七号中「条例第十一条第六号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項にお

いて準用する条例第十一条第六号」と、同規則第六条中「条例第十一条第八号」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条第八号」と、同規則第七条第

一項中「条例第十三条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準

用する条例第十三条第一項」と、「条例第十六条の二第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条

例第八条の二第一項において準用する条例第十六条の二第一項」と、同条第二項中「条例第十三条

第一項ただし書」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第

十三条第一項ただし書」と、同項第一号中「条例第五条第一号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅

条例第八条の二第一項において準用する条例第五条第一号」と、同条第三項及び第四項中「条例第

十三条第一項第一号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条

例第十三条第一項第一号」と、同規則第十条中「条例第十三条第二項」とあるのは「埼玉県特別県

営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十三条第二項」と、同規則第十一条中「条例

第十三条第五項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第

十三条第五項」と、同規則第十二条第一項中「条例第十四条第一項（同条第二項」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十四条第一項（埼玉県特別県営住

宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十四条第二項」と、同条第三項中「条例第十四条

第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十四条第

一項」と、同規則第十三条第一項中「条例第十五条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例

第八条の二第一項において準用する条例第十五条第一項」と、同項第三号中「条例第六条第一項第

四号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第六条第一項
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第四号」と、同条第二項中「条例第十五条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の

二第一項において準用する条例第十五条第二項」と、同規則第十三条の二中「条例第十五条第三項」

とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十五条第三項」と、

同条第一号ハ中「条例第十五条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項に

おいて準用する条例第十五条第一項」と、同条第二号ロ中「条例第十一条第四号」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条第四号」と、同規則第十三

条の三中「条例第十五条第三項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において

準用する条例第十五条第三項」と、同条第二号中「条例第十六条の二第一項」とあるのは「埼玉県

特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条の二第一項」と、「条例第十六

条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条

第二項」と、同規則第十三条の六第一項中「条例第十五条第五項」とあるのは「埼玉県特別県営住

宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十五条第五項」と、同項第一号イ中「条例第六条

第一項第二号イからハまで」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用

する条例第六条第一項第二号イからハまで」と、同号ロ中「条例第六条第一項第五号」とあるのは

「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第六条第一項第五号」と、同号

ハ中「条例第二十九条の二第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項におい

て準用する条例第二十九条の二第一項」と、同号ニ中「条例第四十三条第四項各号」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第四十三条第四項各号」と、同条第

二項中「条例第十五条第五項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準

用する条例第十五条第五項」と、同規則第十三条の七中「条例第十五条第五項」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十五条第五項」と、同規則第十四条

第一項中「条例第十六条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において

準用する条例第十六条第一項」と、同条第二項及び第三項中「条例第十六条第二項第一号」とある

のは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条第二項第一号」と、

同条第四項中「条例第十六条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項にお

いて準用する条例第十六条第二項」と、同規則第十四条の二中「条例第十六条第二項第四号ロ(３)」

とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条第二項第四

号ロ(３)」と、同規則第十四条の二の二中「条例第十六条第三項」とあるのは「埼玉県特別県営住

宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条第三項」と、同規則第十四条の二の七中「条

例第十六条第四項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例

第十六条第四項」と、同条第一号イ中「条例第十五条第二項第一号ホからトまで」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十五条第二項第一号ホからトま

で」と、「条例第十六条第二項第五号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項に

おいて準用する条例第十六条第二項第五号」と、「条例第十六条第二項第三号」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条第二項第三号」と、「条例第

十六条第二項第七号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条

例第十六条第二項第七号」と、同号ロ中「条例第十五条第二項第一号ホからトまで」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十五条第二項第一号ホからトま

で」と、「条例第十六条第二項第三号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項に

おいて準用する条例第十六条第二項第三号」と、「条例第十六条第二項第七号」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条第二項第七号」と、同規則第

十四条の二の八中「条例第十六条第四項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項

において準用する条例第十六条第四項」と、同条第二号イ中「条例第十六条第一項」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条第一項」と、「条例第十一

条第四号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条

第四号」と、同規則第十四条の二の十一中「条例第十六条第五項」とあるのは「埼玉県特別県営住

宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条第五項」と、同規則第十四条の二の十二中

「条例第十六条第五項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する

条例第十六条第五項」と、同条第一号イ中「条例第十六条の二第一項第一号」とあるのは「埼玉県

特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条の二第一項第一号」と、「条例
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第十一条第六号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第

十一条第六号」と、「条例第十六条の二第一項第二号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八

条の二第一項において準用する条例第十六条の二第一項第二号」と、同規則第十四条の二の十三第

二項及び第三項中「条例第十六条第五項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項

において準用する条例第十六条第五項」と、同規則第十四条の二の十四第一項各号列記以外の部分

中「条例第十六条の二第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準

用する条例第十六条の二第一項」と、同項第一号中「条例第十六条の二第一項」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条の二第一項」と、同号イ中「条

例第十一条第一号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例

第十一条第一号」と、「条例第五条第一号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一

項において準用する条例第五条第一号」と、同号ロ中「条例第十一条第六号」とあるのは「埼玉県

特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条第六号」と、同項第二号中「条

例第十六条の二第一項第二号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準

用する条例第十六条の二第一項第二号」と、同項第三号中「条例第十六条の二第一項第三号」とあ

るのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条の二第一項第三

号」と、同条第二項中「条例第十六条の二第一項第一号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第

八条の二第一項において準用する条例第十六条の二第一項第一号」と、同規則第十四条の五中「条

例第十六条の二第三項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する

条例第十六条の二第三項」と、同条第二号ロ及び第三号ハ中「条例第十一条第四号」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条第四号」と、同規則第十四

条の六中「条例第十六条の二第三項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項にお

いて準用する条例第十六条の二第三項」と、同条第二号ニ中「条例第十一条第六号」とあるのは「埼

玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条第六号」と、「条例第十一

条第七号」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十一条

第七号」と、同規則第十四条の七中「条例第十六条の二第三項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅

条例第八条の二第一項において準用する条例第十六条の二第三項」と、同規則第十五条第一項中「条

例第十八条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例

第十八条第一項」と、同項第二号中「条例第六条第一項第二号イ」とあるのは「埼玉県特別県営住

宅条例第八条の二第一項において準用する条例第六条第一項第二号イ」と、同条第二項中「条例第

十八条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十

八条第二項」と、「条例第三十一条第一項又は条例第三十四条第一項」とあるのは「埼玉県特別県

営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第三十一条第一項又は条例第三十四条第一項」

と、同条第三項中「条例第十八条第三項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項

において準用する条例第十八条第三項」と、同規則第十六条中「条例第十九条」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十九条」と、「条例第二十一条第一

項後段」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第二十一条

第一項後段」と、同規則第十七条中「条例第二十六条」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八

条の二第一項において準用する条例第二十六条」と、同規則第十八条中「条例第二十八条ただし書」

とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第二十八条ただし書」

と、同規則第十九条中「条例第二十九条ただし書」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の

二第一項において準用する条例第二十九条ただし書」と、同規則第二十条の二第一項中「条例第二

十九条の二第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例

第二十九条の二第一項」と、同条第二項中「条例第二十九条の二第五項」とあるのは「埼玉県特別

県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第二十九条の二第五項」と、同項第一号中「条

例第二十九条の二第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用す

る条例第二十九条の二第一項」と、同条第三項及び第四項中「条例第二十九条の二第五項」とある

のは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第二十九条の二第五項」と、

同規則第二十一条中「条例第三十条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一

項において準用する条例第三十条第一項」と、同規則第二十二条中「条例第三十一条第一項」とあ

るのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第三十一条第一項」と、
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「条例第十八条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する

条例第十八条第二項」と、同規則第二十三条中「条例第三十四条第一項」とあるのは「埼玉県特別

県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第三十四条第一項」と、「条例第十八条第二

項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第十八条第二項」

と、同規則第二十四条中「条例第三十五条第二項又は条例第四十三条第五項」とあるのは「埼玉県

特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第三十五条第二項又は条例第四十三条第

五項」と、同規則第二十四条の二第一項中「条例第四十三条第四項第十二号イ」とあるのは「埼玉

県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第四十三条第四項第十二号イ」と、「条

例第二十五条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条

例第二十五条第一項」と、「県営住宅」とあるのは「特別県営住宅」と、同条第二項中「条例第四

十三条第四項第十二号ロ」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用す

る条例第四十三条第四項第十二号ロ」と、「条例第二十五条第二項」とあるのは「埼玉県特別県営

住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第二十五条第二項」と、「県営住宅」とあるのは

「特別県営住宅」と、同規則第二十六条中「条例第五十四条第四項」とあるのは「埼玉県特別県営

住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第五十四条第四項」と、同規則第二十七条中「条

例第五十六条第一項」とあるのは「埼玉県特別県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条

例第五十六条第一項」と、同条第五号中「条例第五十六条第二項第四号」とあるのは「埼玉県特別

県営住宅条例第八条の二第一項において準用する条例第五十六条第二項第四号」と読み替えるもの

とする。 

３ 条例第八条の二第二項において読み替えて適用する埼玉県県営住宅条例第五十五条に規定する指

定管理者が同条各号に掲げる業務を行う場合における第一項において準用する埼玉県県営住宅条例

施行規則第二条から第五条まで、第十条、第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条

の四、第十三条の五、第十三条の七、第十四条第一項及び第三項、第十四条の二の七、第十四条の

二の九から第十四条の二の十一まで、第十四条の二の十三、第十四条の三、第十四条の四、第十四

条の七、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十条の二第二項から第四項

まで及び第二十四条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」

とする。 

追加〔平成三〇年規則六四号〕、一部改正〔令和元年規則二八号・三年七九号〕 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成九年九月三十日規則第八十四号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成九年十月一日から施行する。 

（埼玉県特別県営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

８ 附則第二項から第五項までの規定は、特別県営住宅について準用する。 

附 則（平成十七年三月二十九日規則第五十一号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成十八年二月二十八日規則第十六号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成十九年十一月二十七日規則第九十五号） 

この規則は、（中略）公布の日から施行する。 

附 則（平成二十年三月二十八日規則第二十三号） 

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。（後略） 

附 則（平成二十六年二月十二日規則第九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十八年十月十八日規則第七十四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三十年十二月七日規則第六十四号） 

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。 

附 則（令和元年十二月二十四日規則第二十八号） 
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１ この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

２ 改正後の埼玉県特別県営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居の承認を受

ける者又は入居権利者の地位の承継の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の承認を受け

た者又は入居権利者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。 

附 則（令和二年三月三十一日規則第五十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和三年十一月三十日規則第七十六号） 

この規則は、令和四年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年十二月十日規則第七十九号） 

この規則は、令和四年一月一日から施行する。 

  附 則（令和四年三月二十九日規則第五十五号） 

この規則は、令和四年七月一日から施行する。 

別表（第一条関係） 

  

 

項 
県営住宅

名 
設置場所 

特別県営

住宅の種

別 

構造 設置戸数 
規格（単位平方

メートル） 

 

 

一 
大宮砂住

宅 

さいたま市

見沼区東大

宮三丁目 

丁種 
高層

耐火 
二〇 

八一・七二から

八二・一八まで 

 

 

二 
与野上落

合住宅 

さいたま市

中央区上落

合七丁目 

丁種 
高層

耐火 
六 八一・七三 

 

 
三 

春日部内

牧住宅 

春日部市内

牧 
丁種 

中層

耐火 
一 七九・三二 

 

 
四 

鴻巣登戸

住宅 
鴻巣市登戸 丁種 

中層

耐火 
一四 七三・一四 

 

 

五 
シラコバ

ト住宅 

上尾市大字

上 

甲種 
中層

耐火 
五四〇 四八・一八 

 

 
乙種 

中層

耐火 
一〇〇 四三・五六 

 

 
丙種 

中層

耐火 
一七〇 三七・二七 

 

備考 特別県営住宅の種別欄中「甲種」とは条例第二条第二号の甲種住宅を、「乙種」とは同条第

三号の乙種住宅を、「丙種」とは同条第四号の丙種住宅を、「丁種」とは同条第五号の丁種住宅

をいう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

注 令和三年一一月三〇日規則第七六号により、令和四年四月一日から施行 

別表中五の項を六の項とし、四の項を五の項とし、三の項を四の項とし、二の項の次に次のよ

うに加える。 

  

 

三 

加須南

大桑住

宅 

加須市南大

桑 
丁種 

中層耐

火 
二一 七〇・八三 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

全部改正〔平成三〇年規則六四号〕、一部改正〔令和二年規則五〇号〕  


